
　地方公務員法第５８条の３第２項の規定に基づき、年度当初における等級及び職制上の

段階ごとの職員の数を公表します。

行政職給料表

人数 割合 職名 人数

主事 66

技師 12

保健師 1

計 79

主事 15

計 15

専門員（暫定再任用） 11

主任 70

主任技師 7

主任保健師 3

主事 5

計 96

主任 37

専門員（暫定再任用） 1

計 38

室長 1

班長 12

主査 178

専門員（暫定再任用） 29

専門員（定年前再任用） 1

計 221

主査 67

専門員（暫定再任用） 3

専門員（定年前再任用） 1

主任 3

計 74

3級

（行政職）

１　主査の職務

２　班長の職務

295 32.1%

（消防職）

１　副当直司令の職務

２　副分署長の職務

３　主査の職務

１級

（行政職）

主事、技師、教諭、保育士、保健師、栄養

士、看護師、准看護師及び検査技師の職務 94 10.2%

（消防職）

主事の職務

2級

（行政職）

主任、主任技師、主任教諭、主任保育士、

主任保健師、主任栄養士、主任看護師、主

任准看護師及び主任検査技師 134 14.6%

（消防職）

１　主任の職務

２　困難な業務を分掌する主事の職務

等級及び職制上の段階ごとの職員の数について

職務の級
等級別基準職務表に規定する

標準的な職務

合計 内訳



課長補佐 1

課長補佐兼室長 1

園長 2

公民館長（暫定再任用） 5

公民館長（定年前再任用） 1

室長 1

課長補佐兼班長 21

次長兼班長 1

所長補佐兼班長 1

室長補佐 1

副参事 1

班長 64

主席主査 64

計 164

当直司令 2

分署長 3

課長補佐 2

副参事兼副当直司令 4

副参事兼副分署長 6

副参事 16

計 33

課長 10

参事兼課長補佐 28

参事兼課長補佐兼室長 3

参事兼事務所長補佐 1

参事兼館長補佐 1

参事兼園長 1

参事 3

参事兼課長補佐兼班長 33

指導主事兼班長 1

参事兼次長兼班長 2

指導主事 3

上席主査 1

計 87

副署長 2

参事兼当直司令 6

参事兼分署長 4

参事兼課長補佐 12

参事兼副分署長 1

計 25

5級

（行政職）

１　課長（学校教育課長を除く。）、所

長、館長、施設長、センター長、事務長、

課長待遇の職務

２　主席参事の職務

３　参事及び上席主査の職務

４　高度の知識経験に基づき困難な業務を

分掌する４級の１に掲げる職務
112 12.2%

（消防職）

１　課長の職務

２　主席参事の職務

３　副署長の職務

４　参事の職務

５　上席主査の職務

６　高度の知識経験に基づき困難な業務を

分掌する４級の１、２及び３に掲げる職務

4級

（行政職）

１　室長、課長補佐、議会事務局・監査委

員事務局・選挙管理委員会事務局及び農業

委員会事務局の次長、出張所長、公民館

長、園長、教頭、所長補佐、施設長補佐、

事務長補佐、園長補佐、館長補佐及び指導

主事の職務

２　副参事、専門技術員及び主席主査の職

務

３　困難な業務を分掌する３級の２に掲げ

る職務

197 21.4%

（消防職）

１　当直司令の職務

２　分署長の職務

３　課長補佐の職務

４　副参事の職務

５　主席主査の職務

６　困難な業務を分掌する３級の１及び２

に掲げる職務



会計管理者 1

次長 1

行政改革推進監 1

危機管理監 1

課長 49

課長待遇 1

次長（課長待遇） 2

所長 1

事務所長 1

館長 1

主席参事 1

計 60

消防次長兼課長 1

消防署長 1

課長 4

計 6

部長 7

事務局長 4

総合支所長 7

教育次長 1

企業局長 1

主幹 1

計 21

消防長 1

計 1

920 100.0%

7級

（行政職）

１　理事、部長、総合支所長、教育次長、

議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管

理委員会事務局長、農業委員会事務局長、

政策監及び学校教育課長の職務

２　特に高度の知識経験に基づき困難な業

務を分掌する６級の１に掲げる職務

22 2.4%

（消防職）

１　消防長の職務

２　副消防長の職務

３　政策監の職務

合　　計

6級

（行政職）

１　会計管理者、市長部局の事務局長及び

次長、主幹及び技監の職務

２　特に高度の知識経験に基づき困難な業

務を分掌する５級の１及び２に掲げる職務

66 7.2%

（消防職）

１　消防次長の職務

２　消防署長の職務

３　主幹の職務

４　特に高度の知識経験に基づき困難な業

務を分掌する５級の１、２及び３に掲げる

職務



職制上の段階ごとの職員数

職員数 割合

99 10.8%

120 13.0%

46 5.0%

245 26.6%

64 7.0%

1 0.1%

101 11.0%

1 0.1%

47 5.1%

98 10.7%

1 0.1%

69 7.5%

7 0.8%

21 2.3%

920 100.0%合計

主席参事級

次長級

部長級

上席主査級

参事級

課長級

主席主査級

副参事級

課長補佐級

専門員級

主査級

班長級

段階

主事級

主任級


